
 

令和 3年度 国内需要安定化事業 「おきなわ物語 特集記事作成業務」 

企画コンペティション応募要綱 

  

（目的）  

第１条 本企画コンペティション（以下コンペ）に係る委託業務は、沖縄の魅力や沖縄旅行の充実した情報を「沖

縄観光情報ＷＥＢサイト おきなわ物語」の特集コンテンツで発信することにより、沖縄旅行未経験者やリ

ピーターの来訪を促すことを目的とする。 

また、WEB で制作した特集の広告を掲載することにより、より多くの方に特集をアピールし、サイトの認知

度など、更なる誘客を図る。 

 

（委託業務の概要） 

第２条  

(1) 事業名：令和3年度国内需要安定化事業「おきなわ物語 特集記事作成業務」 

(2) 契約期間：契約締結日の日から令和4年2月28日 (月)まで 

(3) 業務概要：別添「仕様書」を参照 

(4) 委託予算規模：4,500,000円以内（消費税及び地方消費税含む） 

     ※企画提案のため提示した金額であり、実際の契約金額とは異なる。 

 

（参加資格） 

第３条 企画コンペの参加資格は、次の要件を全て満たす企業又は団体とする。 

（1）地方自治法施行令（昭和 22年政令 16号）第 167条の 4第１項の規定に該当しないこと。 

（2）団体役員に次のいずれかに該当するものが含まれていないこと。 

①破産者で復権を得ない者。 

②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。 

③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 6号に規定する 

暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」と略記） 

（3）暴力団の構成員等の統制の下にない団体。 

（4）沖縄県内に本社、支店、営業所等を有すること。 

（5）本事業を運営するにあたっては、必要に応じて事務局と速やかに連携を行うなど、事業を円滑に履行する 

ことができる体制が整備されていること。 

（6）本業務の企画提案するにあたっては次の事項に留意すること。 

①複数の企業等でコンソーシアムを構成し、応募する場合は、幹事企業を選定すること。 

②1社につき 1提案の応募とし、1つの企業が複数のコンソーシアムを通じて 2企画以上提案す 

ることはできない。 

③コンソーシアムを構成する場合、幹事企業は（4）に該当すること。 

   (7)沖縄県より指名停止措置を受けていないこと。 

 

（提出書類） 

第４条 企画コンペに参加する企業又は団体は、所定の様式により提出期限までに一般財団法人沖縄観光コ 

ンベンションビューロー（以下「ＯＣＶＢ」という。）へ、原本を郵送もしくは持ち込みにて提出しなければな 

らない。FAX、電子メール等での提出は受け付けない。 

 



 

（提出書類／スケジュール） 

第５条 応募に際し提出する書類およびスケジュールは以下の通りとする。また、下記書類については、会社名 

および担当者等の個人名を明記すること。 

（1）企画参加申込書、適格性確認書（様式 2-①、2-②）・・・各 1部 

【提出期日】令和 3年 11月 29日（月） 12：00 

必要事項を記載後、原本を郵送もしくは持参すること 

（2）質問書（様式１） 

【提出期日】令和 3年 12月 1日（水） 12：00 

企画提案をするにあたり質問がある場合は、質問事項を記入後、下記アドレス宛にメールにて問合せ

ること。回答はメールにて行うものとし、全ての企画参加申込者へ共有する。 

          問合せ先アドレス   okimono_cr@ocvb.or.jp 

（3）企画提出書（様式 3）・・・6部（社印押印済み原本 1部・コピー5部） 

【提出期日】令和 3年 12月 10日（金） 12：00 

必要事項を記載後、2穴パンチを空けて下記担当者宛に原本を持参すること。 

共同体として提案する場合は、様式 3の項目 3、4、5については参加企業全社分提出すること。 

なお、会社概要資料（パンフレット等）の添付は各社 1部のみでよい。 

提出場所：ＯＣＶＢ誘客事業部 デジタルマーケティングチーム 糟谷、黒島 宛 

（4）企画書・企画概要書・・・各 6部 

【提出期日】令和 3年 12月 10日（金） 12：00 

      ①別紙の委託業務仕様書に基づき、「企画書」を提出すること。また、提出する企画書については下記

の条件を遵守すること。所定の形式以外の企画書については受け付けない。 

                ・A4横置き横書きで長辺綴じ（WEBレイアウトデザイン類は、A3で短辺綴じも可） 

                ・表紙、目次、見積もり、企画概要書を省いて、両面印刷で 20ページ以内 

（A4、A3 ともに片面１ページでカウント、白紙のページはカウントしない） 

・ホチキスや製本テープ、カバー等は使用せず、2穴パンチを空けること 

  ②企画提案内容を A4用紙一枚にまとめた「企画概要書」も提出すること。 

（5）見積書・・・6部（社印押印済み原本 1部・コピー5部） 

【提出期日】令和 3年 12月 10日（金） 12：00 

各項目別の一式表記と内訳明細を記載し、一般管理費を計上する場合は項目を分けて計上すること

（広告費や制作費には含めない）。 2穴パンチを空けること。  

（6）辞退申請書（様式 4）・・・1部   

※企画参加申込書（様式 2）を提出後、参加を辞退する場合に要提出 

【提出期日】令和 3年 12月 10日（金） 12：00 

 （7）審査会実施予定日：令和 3年 12月１7日（金）※予定 （プレゼン審査を想定） 

（8）最終審査結果通知予定日：令和 3年 12月 23日（木）までに全参画社へ通知予定 

 

（再委託について） 

第６条 本事業を実施するにあたっては、OCVB の承認なくして、委託業務の全部または一部を第三者に委託

（以下「再委託」という。）してはならない。この場合の再委託者の資格については、本要綱、第３条参加資

格の規定を準用するものとする。 

 

 

 

＜綴じ方例＞ 



 

（審査） 

第７条 審査は次のとおり行う。 

（1）提出された企画提案書に対し審査会を行い、契約予定事業者を選定する。 

原則として、審査は書面審査にて行い契約予定事業者を選定する。 

（2）審査の内容に関する問合せには対応しない。 

 

（委託契約） 

第８条 委託契約については、原則として第1位入選者と契約を行うものとするが、委託に関して必要な協議が合

意に至らなかった場合は、次順位以降の者を繰り上げて、協議の上契約するものとする。 

 

（著作権等） 

第９条 著作権及び使用権は次のとおりとする。 

（1）本委託事業にて制作、撮影した成果物の著作権、著作隣接権、使用権等の知的財産権は、全てＯＣ

ＶBに帰属する。 

（2）著作者人格権については行使しないものとする。 

（3）本委託業務にあたり、第三者の著作権、肖像権等その他の権利に抵触するものについては、受託者

の費用をもって処理する。 

(4)OCVBは受託事業者の承諾なしに、映像、写真、文章、構成などを加工・編集出来るものとする。 

 

（その他留意事項） 

第１０条 前条までの規定に定めるもののほか、次の事項に留意すること。 

（1） 応募書類の作成等に関する費用は、申請者の負担とする。 

（2） 応募書類に虚偽の記載をした場合には、応募を無効とする。 

（3） 応募書類に不備・不足がある場合、審査の時の減点対象となる。 

（4） 応募書類の提出後は、記載された内容の変更は認めない。 

（5） 提出された応募書類は、返却しない。 

（6） 審査内容及び経過については、公表しない。 

（7） 基準を満たす企画がなかった場合は、時期や内容を改めて再募集を行う場合がある。 

 

以上 


